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⑶ 租税特別措置法第 40 条第  項の規定の適用を受ける場合の付表 

  受贈法人等である公益信託の受託者が２以上ある場合において、措法第 40 条第５項から第 14 項ま

で（第６項、第 10 項及び第 13 項を除きます。）の規定による各届出書又は同条第 18項の規定による

確認申請書を提出する場合には、その届出者又は確認申請者が作成した次の書類を添付する必要があ

ります。 

 

☞ 届出者又は申請者の共同受託者（主宰受託者以外の受託者）の

所在地・名称等を記載してください。 

☞ 解散引継法人等、引継法人等、受贈公益法人等、引継受託者、帰

属権利者又は当初受託者のうち主宰受託者以外の受託者の所在地・

名称等を記載してください。 

☞ 次の区分に応じて次の数字を記載してください。 

⑴ 措法第40条第５項の規定の適用を受ける場合 （５、６、25、27ページ 

参照）                                                        ･･･「５」 

⑵ 措法第40条第７項の規定の適用を受ける場合 （８、31ページ参照）･･･「７」 

⑶ 措法第40条第８項の規定の適用を受ける場合 （９、33ページ参照）･･･「８」 

⑷ 措法第40条第９項の規定の適用を受ける場合 （10、35ページ参照）･･･「９」 

⑸ 措法第40条第11項の規定の適用を受ける場合 （11、40ページ参照）･･･「11」 

⑹ 措法第40条第12項の規定の適用を受ける場合 （12、42ページ参照）･･･「12」 

⑺ 措法第40条第14項の規定により準用する同条第13条の適用を受ける場合  

（13ページ参照）                         ･･･「14」 

⑻ 措法第40条第18項の規定の確認を求める場合 （15ページ参照）    ･･･「18」 


